
１
　
活
況
を
呈
す
る
日
本
の
国
債
相
場

日
本
の
国
債
相
場
は
異
常
な
ほ
ど
活
況
を
呈
し
て
い
る
。
長
期
金
利
の
指
標
で
あ
る
一
〇
年
物
国
債
の
利
回
り
は
、
七
月
二
四
日

に
は
〇
・
七
二
％
と
歴
史
的
な
低
金
利
と
な
っ
た
。
五
年
物
国
債
も
〇
・
二
％
割
れ
が
続
き
、
ま
た
、
七
月
二
八
日
に
は
二
〇
年
物

の
超
長
期
国
債
は
一
・
五
七
％
、
三
〇
年
物
は
一
・
七
七
％
と
な
り
、
超
長
期
国
債
は
い
ず
れ
も
二
％
を
大
き
く
割
り
込
み
、
国
債

の
金
利
は
歴
史
的
な
低
金
利
の
状
態
が
続
い
て
い
る
。

国
債
市
場
へ
の
市
場
参
加
者
を
み
る
と
、
国
内
銀
行
に
加
え
て
、
最
近
で
は
海
外
部
門
の
国
債
投
資
が
活
発
で
あ
る
。
図
表
１
を

み
る
と
、
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
後
、
国
債
は
一
〇
〇
兆
円
以
上
も
増
発
さ
れ
た
が
、
増
発
さ
れ
た
国
債
の
行
方
を
み
る
と
、
日
本
銀

行
を
別
に
す
れ
ば
、
ま
ず
国
内
銀
行
、
次
い
で
海
外
部
門
で
あ
り
、
保
険
が
三
番
手
と
な
っ
て
い
る
。
ギ
リ
シ
ャ
危
機
以
降
は
、
海

外
部
門
の
国
債
投
資
が
増
加
し
、
前
年
度
比
で
は
二
〇
一
〇
年
が
三
二
・
六
％
、
二
〇
一
一
年
で
二
三
％
と
急
増
し
、
国
債
発
行
残

高
に
占
め
る
海
外
部
門
の
比
率
は
つ
い
に
九
・
七
％
、
ほ
ぼ
一
割
と
な
っ
た
。
も
っ
と
も
、
海
外
部
門
の
国
債
投
資
は
短
期
国
債
の

売
買
に
ウ
ェ
イ
ト
が
置
か
れ
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。

日
本
の
国
債
は
、
今
日
で
は
、
ド
イ
ツ
や
ア
メ
リ
カ
の
国
債
と
並
ん
で
、
世
界
で
も
っ
と
も
信
用
度
の
高
い
国
債
と
な
っ
て
い
る
。

少
な
く
と
も
、
国
債
相
場
を
み
る
限
り
、
信
用
度
は
も
っ
と
も
高
い
。

し
か
し
、
日
本
の
財
政
を
み
る
と
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
諸
国
の
間
で
最
悪
の
状
態
で
あ
る
。
国
債
は
国
の
借
金
で
あ
る
。
借
金
で
首
が
回
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日
本
の
国
債
相
場
を
支
え
て
い
る
も
の
は
何
か

中
島
　
将
隆



ら
な
く
な
っ
て
い
る
国
の
国
債
相
場
が
世
界
で
一
番
安
定
し
て
い
る
と
は
、
何
と
も
不
思
議
で
あ
る
。

な
ぜ
、
日
本
の
国
債
相
場
は
安
定
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
相
場
の
安
定
は
夢
幻
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
何
が
日

本
の
国
債
相
場
を
支
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

（24）

図
表
１
　
国
債
保
有
者
の
内
訳
（
前
年
度
比
）

（
注
）
１
．
国
債
等
は
、「
国
庫
短
期
証
券
」「
国
債
・
財
融
債
」
の
合
計
。

ま
た
、
国
債
等
は
、
一
般
政
府
（
中
央
政
府
）
の
ほ
か
、
公
的
金
融
機
関
（
財
政
融
資
資
金
）
の
発
行
分
を
含
む
。

２
．
金
融
仲
介
機
関
は
、
預
金
取
扱
機
関
、
保
険
・
年
金
基
金
、
そ
の
他
金
融
仲
介
機
関
か
ら
構
成
さ
れ
る
が
、

*で
は
そ
の
他
金
融
仲
介
機
関
の
う
ち
公
的
金
融
機
関

を
除
い
て
い
る
。

３
．
中
小
企
業
金
融
機
関
等
は
、

2007年
第
４
四
半
期
以
降
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を
含
む
。

**で
は

2007年
第
３
四
半
期
ま
で
、「
中
小
企
業
金
融
機
関
等
」「
郵
便
貯
金
」
の
合
計
。

４
．
そ
の
他
は
、「
非
金
融
法
人
企
業
」「
対
家
計
民
間
非
営
利
団
体
」「
非
仲
介
型
金
融
機
関
」
の
合
計
。

（
出
所
）
日
銀
資
金
循
環
統
計
　

2012年
第
１
四
半
期

▲
11.1

8.4
28（

3.0）
28（

3.1）
▲

9.5
8.6

2011年
度
末

残
高
（
兆
円
）

（
構
成
比（
％
））

2010
2011

残
高
（
兆
円
）

877
919

前年度比（％）

5.5
4.9

919（
100.0）

3.4
5.6

612（
66.6）

▲
3.1

0.2
179（

19.4）

8.4
▲

13.4
86（

9.3）
▲

4.8
▲

3.3
70（

7.6）
6.0

13.4
89（

9.7）
32.6

23.0
76（

8.3）

年
度
末

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

596
656

738
765

775
803

797
831

国
債
等
計

14.9
10.1

12.6
3.6

1.3
3.6

▲
0.8

4.3
金
融
仲
介
機
関

*
19.0

12.9
11.2

2.9
4.4

5.7
3.4

9.6
中
小
企
業
金
融
機
関
等

**
35.8

15.9
24.3

15.1
9.7

7.1
▲

2.2
3.2

一
般
政
府
、
公
的
金
融
機
関

11.9
4.2

17.1
5.0

▲
9.8

▲
5.9

▲
15.8

▲
14.0

34.8
29.2

23.0
6.7

11.0
14.4

2.6
▲

5.2
中
央
銀
行

5.9
8.6

2.3
▲

6.7
▲

17.7
▲

10.8
▲

4.7
13.7

海
外

17.4
10.4

25.1
15.9

35.3
29.0

▲
5.4

▲
16.5

家
計

2.5
15.4

49.2
28.0

19.4
8.7

▲
0.7

▲
4.5

そ
の
他

12.0
▲

17.5
34.9

28.0
31.8

5.9
21.4

9.9

保
険

19.0
4.0

15.4
4.8

7.2
4.6

6.9
7.5

5.4
7.6

174（
18.9）

国
内
銀
行

10.1
23.9

▲
2.6

▲
8.2

▲
11.5

▲
3.8

18.6
24.5

15.5
12.4

149（
16.2）

▲
6.4

0.9
6.9

12.7
9.5

3.5
▲

6.7
10.0

▲
1.3

4.3
29（

3.1）
年
金
基
金

う
ち
公
的
年
金



２
　
相
場
安
定
に
関
す
る
様
々
の
見
解

国
債
相
場
の
安
定
に
つ
い
て
、
従
来
、
様
々
の
角
度
か
ら
分
析
さ
れ
て
き
た
。
こ
こ
で
は
、
国
債
相
場
の
安
定
に
関
し
て
如
何
な

る
見
解
が
あ
る
か
を
整
理
し
、
見
解
の
要
点
を
み
て
い
く
。

（
１
）
家
計
部
門
の
純
金
融
資
産
説

ま
ず
、
家
計
部
門
の
純
金
融
資
産
が
国
債
発
行
残
高
を
上
回
っ
て
い
れ
ば
、
国
債
市
場
は
安
全
だ
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
国
債
発

行
残
高
が
家
計
部
門
の
純
金
融
資
産
の
範
囲
内
で
あ
れ
ば
、
国
債
は
貯
蓄
資
金
で
消
化
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
貯
蓄
資
金
で
国
債
が

消
化
さ
れ
れ
ば
、
イ
ン
フ
レ
の
心
配
は
な
く
、
ま
た
、
相
場
の
不
安
定
要
因
と
な
る
海
外
資
金
に
依
存
す
る
必
要
も
な
い
。
日
本
の

国
債
保
有
構
造
の
特
徴
は
、
国
内
保
有
が
圧
倒
的
だ
が
、
こ
れ
は
国
債
発
行
残
高
が
家
計
部
門
の
純
貯
蓄
の
範
囲
内
に
留
ま
っ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
日
銀
の
資
金
循
環
統
計
を
み
る
と
、
二
〇
一
二
年
三
月
の
速
報
に
よ
れ
ば
、
家
計
部
門
の
純
資
産
は
一
一
四
五
兆

円
、
国
債
残
高
は
九
一
九
兆
円
（
国
債
・
財
投
債
が
七
六
〇
兆
円
、
短
期
国
債
が
一
五
九
兆
円
）
と
な
っ
て
い
る
。
国
債
残
高
が
家

計
部
門
の
純
金
融
資
産
の
範
囲
内
に
あ
る
限
り
、
日
本
国
債
の
相
場
は
大
丈
夫
だ
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

（
２
）
企
業
部
門
の
資
金
余
剰
説

家
計
部
門
と
並
ん
で
、
今
日
で
は
、
企
業
部
門
（
民
間
非
金
融
法
人
企
業
）
が
資
金
余
剰
と
な
り
、
バ
ブ
ル
崩
壊
後
の
二
〇
〇
九

年
以
降
、
家
計
部
門
の
資
金
余
剰
を
上
回
っ
て
い
る
。
企
業
部
門
は
資
金
不
足
か
ら
資
金
余
剰
と
な
り
、
こ
の
余
剰
資
金
が
銀
行
を

経
由
し
て
国
債
投
資
に
向
か
っ
て
い
る
。
国
債
金
利
が
歴
史
的
な
低
金
利
水
準
と
な
り
、
国
債
相
場
が
安
定
し
て
い
る
の
は
、
企
業

の
資
金
需
要
が
無
い
か
ら
で
あ
る
。
国
債
が
遊
休
資
金
で
消
化
さ
れ
て
い
る
限
り
国
債
相
場
は
安
定
し
、
海
外
資
金
に
依
存
す
る
必
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要
も
な
い
。
デ
フ
レ
脱
却
の
道
筋
が
み
え
て
こ
な
い
限
り
、
歴
史
的
な
低
金
利
水
準
は
持
続
し
、
国
債
相
場
も
維
持
さ
れ
る
と
い
う

説
で
あ
る
。

（
３
）
経
常
収
支
の
黒
字
説

今
や
通
説
と
も
な
っ
て
い
る
が
、
経
常
収
支
の
黒
が
継
続
す
る
限
り
国
債
相
場
は
安
定
す
る
、
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
こ
の
通
説

は
、
貿
易
収
支
が
赤
字
に
転
換
し
た
二
〇
一
一
年
末
か
ら
一
般
に
流
布
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
貿
易
赤
字
が
定
着
す
る
と
、
や
が

て
は
経
常
収
支
も
赤
字
に
な
る
。
経
常
収
支
は
貿
易
収
支
だ
け
で
な
く
、
所
得
収
支
・
サ
ー
ビ
ス
収
支
・
経
常
移
転
収
支
の
合
計
だ

が
、
肝
心
の
所
得
収
支
は
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
悪
い
。
従
っ
て
、
経
常
収
支
の
赤
字
転
落
も
カ
ウ
ン
ト
ダ
ウ
ン
に
入
っ
た
。
し
か
し
、

経
常
収
支
の
黒
が
続
く
限
り
、
国
債
相
場
は
大
丈
夫
だ
、
と
す
る
説
で
あ
る
。
経
常
収
支
の
黒
は
一
国
全
体
で
み
れ
ば
貯
蓄
超
過
を

意
味
し
、
国
内
貯
蓄
に
よ
っ
て
政
府
部
門
の
資
金
不
足
を
埋
め
る
の
で
あ
る
か
ら
、
国
債
消
化
の
た
め
海
外
資
金
に
依
存
す
る
必
要

は
な
く
、
国
債
相
場
は
安
定
す
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
見
解
の
要
点
で
あ
る
。

（
４
）
日
銀
の
低
金
利
政
策

日
本
銀
行
は
量
的
緩
和
政
策
と
し
て
、
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
以
降
、
長
期
国
債
の
買
入
れ
を
開
始
し
、
二
〇
〇
九
年
一
月
か
ら
は

年
間
一
六
・
八
兆
円
、
毎
月
一
・
四
兆
円
程
度
の
国
債
を
買
上
げ
て
い
る
。
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
に
は
「
資
産
買
入
等
基
金
」
を
創

設
し
、
こ
の
基
金
に
よ
っ
て
国
債
を
買
い
入
れ
る
、
と
い
う
包
括
的
金
融
緩
和
政
策
を
採
用
し
た
。
買
入
基
金
は
当
初
三
五
兆
円
で

あ
っ
た
が
、
二
〇
一
二
年
四
月
に
は
七
〇
兆
円
に
ま
で
拡
大
さ
れ
た
。
日
本
銀
行
の
非
伝
統
的
金
融
政
策
、
包
括
的
な
金
融
緩
和
政

策
に
よ
っ
て
低
金
利
政
策
が
維
持
さ
れ
、
こ
う
し
た
政
策
に
よ
っ
て
国
債
相
場
が
維
持
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
説
で
あ
る
。
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（
５
）
イ
ン
フ
ラ
整
備
に
よ
る
流
動
性
の
高
い
国
債
市
場

リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
時
、
日
本
の
国
債
市
場
は
大
混
乱
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
日
本
の
国
債
市
場
は
国
債
即
時
決
済
や
日
本

国
債
清
算
機
構
、
レ
ポ
市
場
の
整
備
な
ど
イ
ン
フ
ラ
整
備
が
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
決
済
リ
ス
ク
を
縮
小
す
る
こ
と
が
可
能

と
な
り
、
レ
ポ
市
場
の
整
備
に
よ
っ
て
国
債
市
場
の
流
動
性
は
向
上
し
て
い
る
。
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
時
に
は
、
残
さ
れ
た
課
題
が

明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
そ
の
後
、
国
債
清
算
機
構
へ
の
広
範
な
参
加
、
フ
ェ
ー
ル
慣
行
の
整
備
、
国
債
や
レ
ポ
取
引
の
決
済
期
日
の

短
縮
な
ど
課
題
の
解
決
に
向
け
て
努
力
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。
流
動
性
の
高
い
国
債
市
場
の
存
在
が
相
場
安
定
の
装
置
に
な
っ
て
い

る
。
イ
ン
フ
ラ
整
備
に
よ
っ
て
国
債
相
場
が
安
定
し
て
い
る
と
す
る
説
で
あ
る
。

３
　
通
説
の
前
提
条
件
を
吟
味
す
る

以
上
に
み
て
き
た
通
説
に
つ
い
て
、
改
め
て
吟
味
し
て
み
た
い
。
ま
ず
、
家
計
部
門
純
金
融
資
産
説
だ
が
、
国
債
が
貯
蓄
資
金
で

消
化
さ
れ
て
い
る
限
り
安
定
だ
と
い
う
議
論
は
、
そ
の
点
に
関
す
る
限
り
、
説
得
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
、
貯
蓄
資
金
が
国
債

投
資
に
向
か
う
の
か
、
こ
の
点
に
関
す
る
説
明
に
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
貯
蓄
超
過
だ
か
ら
海
外
資
金
に
依
存
す
る
必
要
が
な
い
と

さ
れ
る
が
、
で
は
、
ド
イ
ツ
国
債
の
現
状
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
、
が
問
題
に
な
る
。
ド
イ
ツ
は
日
本
よ
り
も
家
計
部
門
の
貯
蓄

率
は
高
い
が
、
ド
イ
ツ
国
債
の
約
半
分
は
海
外
資
金
で
保
有
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
な
ぜ
、
資
金
が
国
債
投
資
に
向
か
う
か
、

こ
の
点
の
解
明
が
問
題
の
核
心
で
あ
る
。

家
計
部
門
だ
け
で
な
く
、
今
日
で
は
、
企
業
部
門
も
資
金
余
剰
と
な
り
、
こ
の
資
金
が
銀
行
を
経
由
し
て
国
債
投
資
に
向
か
っ
て

い
る
。
日
本
の
国
債
は
、
家
計
部
門
と
企
業
部
門
の
資
金
余
剰
で
消
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
問
題
は
、
家
計
部
門
純
金
融
資
産

説
と
同
じ
く
、
な
ぜ
資
金
が
国
債
投
資
に
向
か
う
の
か
、
こ
の
点
の
説
明
が
欠
落
し
て
い
る
。
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経
常
収
支
黒
字
説
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
経
常
収
支
の
黒
は
、
マ
ク
ロ
的
に
は
資
金
余
剰
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
余
剰
資
金
が
国

債
投
資
に
向
か
う
と
い
う
論
点
は
、
上
述
し
た
点
が
説
明
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
説
得
的
で
は
な
い
。
加
え
て
、
そ
も
そ
も
、
経
常

収
支
と
国
債
投
資
と
は
、
理
論
的
に
無
関
係
な
問
題
で
あ
ろ
う
。
経
常
収
支
は
、
民
間
部
門
の
貯
蓄
と
投
資
の
差
に
加
え
て
財
政
収

支
、
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
。
民
間
部
門
の
資
金
不
足
が
拡
大
す
れ
ば
、
ま
た
、
財
政
赤
字
が
拡
大
す
れ
ば
、
経
常
収
支
は
赤
に
な

る
。
経
常
収
支
と
国
債
相
場
と
は
理
論
の
次
元
が
異
な
る
。

経
済
発
展
段
階
説
に
よ
る
と
、
発
展
途
上
国
の
貿
易
収
支
は
黒
、
所
得
収
支
は
赤
で
経
常
収
支
は
赤
、
だ
が
、
経
済
が
成
熟
し
て

く
る
と
貿
易
収
支
は
赤
と
な
り
、
所
得
収
支
は
黒
と
な
り
経
常
収
支
は
黒
に
な
る
。
こ
う
し
た
段
階
的
発
展
と
海
外
資
金
に
よ
る
国

債
投
資
と
は
無
関
係
で
あ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
の
貿
易
収
支
は
大
幅
黒
字
だ
が
、
ド
イ
ツ
国
債
の
過
半
は
海
外
資
金
で
消
化
さ
れ
て
い
る

で
は
な
い
か
。
貿
易
収
支
の
黒
と
海
外
資
金
に
よ
る
国
債
投
資
と
は
無
関
係
で
あ
る
。

日
銀
の
非
伝
統
的
金
融
政
策
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
量
的
金
融
緩
和
策
、
包
括
的
な
金
融
緩
和
政
策
に
よ
っ
て
長
期
国
債
だ
け
で

な
く
、
中
短
期
の
国
債
相
場
も
安
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
日
銀
の
非
伝
統
的
金
融
政
策
に
よ
っ
て
金
利
が
安
定
し
て
い
る
の
は
、

ま
ず
、
日
銀
の
国
債
買
入
額
が
銀
行
券
発
行
高
の
範
囲
内
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
国
債
買
入
に
限
度
が
画
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

こ
の
限
度
が
無
く
な
る
と
、
国
債
に
対
す
る
信
認
が
失
わ
れ
、
デ
フ
レ
は
脱
却
で
き
な
い
の
に
、
国
債
金
利
だ
け
が
上
昇
す
る
と
い

う
最
悪
の
事
態
に
直
面
す
る
。
こ
の
点
、「
資
産
買
入
等
基
金
」
に
よ
る
国
債
買
入
に
つ
い
て
は
、
日
銀
券
ル
ー
ル
の
適
用
を
受
け

な
い
点
に
格
段
の
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
ろ
う
。
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
に
創
設
さ
れ
た
資
産
買
入
基
金
に
よ
る
国
債
買
入
は
、
臨
時

の
一
時
的
措
置
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
適
用
外
と
な
っ
て
い
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
資
産
買
入
基
金
に
よ
る
長
期
国
債
の
買
入
れ
を

含
め
て
も
、
銀
行
券
ル
ー
ル
は
守
ら
れ
て
い
る
が
、
日
銀
は
政
府
の
圧
力
を
受
け
な
が
ら
、
難
し
い
舵
取
り
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
銀
行
券
ル
ー
ル
か
ら
目
を
離
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
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イ
ン
フ
ラ
整
備
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
イ
ン
フ
ラ
整
備
は
、
国
債
投
資
に
誘
導
す
る
た
め
の
条
件
整
備
で
あ
る
。
流
動
性
の
高
い

国
債
市
場
で
あ
る
か
ら
資
金
が
国
債
投
資
に
向
か
う
が
、
こ
こ
で
の
問
題
は
投
資
対
象
と
し
て
資
金
が
国
債
に
向
か
う
条
件
と
は
何

か
、
で
あ
る
。
イ
ン
フ
ラ
整
備
は
国
債
相
場
安
定
の
必
要
十
分
条
件
で
は
な
い
。

国
債
相
場
に
関
す
る
通
説
は
、
な
ぜ
資
金
が
国
債
投
資
に
向
か
う
の
か
、
こ
の
点
が
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
国
債
投
資
に
向
か
う

前
提
条
件
、
こ
の
点
に
関
す
る
分
析
が
欠
落
し
て
い
る
。
資
金
が
国
債
投
資
に
向
か
う
の
は
、
市
場
が
国
債
を
信
認
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
市
場
の
信
認
が
あ
る
限
り
、
国
債
相
場
は
安
定
す
る
。
ギ
リ
シ
ャ
国
債
は
、
二
〇
一
〇
年
四
月
二
三
日
、
突
如
と
し
て
暴

落
し
た
。
イ
タ
リ
ア
国
債
は
二
〇
一
一
年
一
一
月
九
日
、
ス
ペ
イ
ン
国
債
は
二
〇
一
二
年
四
月
、
突
如
と
し
て
暴
落
し
危
機
ラ
イ
ン

を
突
破
し
た
。
い
ず
れ
も
、
国
債
が
市
場
の
信
認
を
失
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
市
場
の
信
認
、
こ
れ
が
国
債
相
場
安
定
の
前
提
条
件
で

あ
る
。
通
説
で
は
、
こ
の
点
に
関
す
る
分
析
が
欠
落
し
て
い
る
。
で
は
、
国
債
に
対
す
る
市
場
の
信
認
は
何
に
基
づ
く
の
か
。

４
　
国
債
に
対
す
る
市
場
の
信
認
は
何
に
基
づ
く
か

国
債
は
政
府
の
借
金
で
あ
り
、
政
府
債
務
は
租
税
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
国
債
は
租
税
収
入
の
先
取
り
で
あ

る
。国

債
に
対
す
る
市
場
の
信
認
は
、
政
府
債
務
が
約
束
通
り
キ
チ
ン
と
償
還
さ
れ
る
か
否
か
、
こ
の
点
に
関
す
る
市
場
の
信
認
に
依

存
し
て
い
る
。
償
還
の
確
実
性
に
対
す
る
信
頼
こ
そ
が
、
市
場
が
国
債
を
信
認
す
る
基
本
条
件
で
あ
る
。
償
還
の
確
実
性
に
対
す
る

信
認
が
失
わ
れ
た
時
、
国
債
の
市
場
価
格
は
下
落
す
る
。
ギ
リ
シ
ャ
国
債
、
イ
タ
リ
ア
国
債
が
突
如
と
し
て
暴
落
し
た
の
は
、
償
還

期
日
が
迫
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
償
還
資
金
の
調
達
が
不
可
能
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
欧
州
債
務
危
機
の
推
移
を
み
る

時
、
国
債
に
対
す
る
市
場
の
信
認
こ
そ
が
相
場
安
定
の
前
提
条
件
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
確
で
あ
る
。
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で
は
、
償
還
の
確
実
性
に
対
す
る
市
場
の
信
認
は
、
何
に
基
づ
く
の
だ
ろ
う
か
。
財
政
赤
字
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
、
政
府
債
務
残
高
の

対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
、
こ
の
数
字
の
各
国
比
較
を
し
て
も
、
説
得
力
は
な
い
。
格
付
け
会
社
の
格
付
け
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
日
本
や

ア
メ
リ
カ
の
国
債
は
格
付
け
が
引
下
げ
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
債
相
場
に
影
響
は
な
く
、
市
場
は
格
付
の
変
更
を
無
視
し
て

い
る
。
要
す
る
に
、
信
認
の
定
量
的
な
指
標
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

国
債
に
対
す
る
市
場
の
信
認
、
こ
れ
は
国
に
よ
っ
て
異
な
る
と
思
う
。
ア
メ
リ
カ
の
国
債
相
場
は
、
財
政
赤
字
が
拡
大
し
、
経
常

収
支
の
赤
が
継
続
し
、
国
債
の
格
付
け
が
引
下
げ
ら
れ
て
も
相
場
は
安
定
し
て
い
る
。
ド
ル
が
基
軸
通
貨
で
あ
る
限
り
、
国
債
相
場

は
安
定
す
る
。

日
本
の
場
合
、
国
債
に
対
す
る
市
場
の
信
頼
は
「
担
税
力
」
に
あ
る
。
日
本
の
政
府
債
務
が
如
何
に
巨
額
で
あ
っ
て
も
、
債
務
を

償
還
す
る
余
力
が
あ
る
と
市
場
が
判
断
す
れ
ば
、
国
債
相
場
は
安
定
す
る
。
増
税
の
余
地
が
あ
り
、
受
益
に
対
す
る
支
払
能
力
が
あ

る
と
市
場
が
判
断
す
れ
ば
、
す
な
わ
ち
、
国
民
の
負
担
能
力
が
あ
る
と
判
断
す
れ
ば
、
国
債
に
対
す
る
不
安
は
生
じ
な
い
。

で
は
、
日
本
に
は
、
本
当
に
、
十
分
な
担
税
力
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
担
税
力
と
は
測
定
可
能
な
も
の
だ
ろ
う
か
。

５
　
担
税
力
の
推
定

担
税
力
を
厳
密
に
測
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
価
値
判
断
や
思
想
も
加
わ
っ
て
く
る
か
ら
、
担
税
力
を
数
値
化
す
る
等
は
不

可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
日
の
財
政
危
機
の
現
状
分
析
や
過
去
の
歴
史
の
検
討
、
ま
た
、
国
民
負
担
率
の
国
際
比
較
に
よ
っ
て
、

担
税
力
を
推
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
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（
１
）
国
際
比
較
す
る
と
日
本
の
国
民
負
担
率
は
低
い

図
表
２
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
の
国
民
負
担
率
の
国
際
比
較
で
あ
る
。
国
民
負
担
率
と
は
租
税
負
担
率
と
社
会
保
障
負
担
率
の
合

計
で
、
日
本
の
場
合
、
国
際
比
較
で
み
る
と
国
民
負
担
率
は
極
め
て
低
い
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
三
二
ヶ
国
中
、
日
本
は
下
位
か
ら
六
番
目
、

租
税
負
担
率
・
社
会
保
障
負
担
率
・
負
担
率
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
、
対
Ｇ
Ｎ
Ｐ
比
、
い
ず
れ
の
指
標
を
み
て
も
、
日
本
の
負
担
率
は
低
い
。

国
際
比
較
で
み
る
と
、
日
本
の
場
合
、
社
会
保
障
負
担
率
と
租
税
負
担
率
を
引
上
げ
る
余
地
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
次
に
、
社
会
保
障
給
付
費
と
社
会
保
障
関
係
費
、
租
税
負
担
率
の
歴
史
、
国
債
増
発
の
要
因
を
み
て
い
く
。

（
２
）
社
会
保
障
費
引
上
げ
の
余
地

図
表
３
は
、
社
会
保
障
給
付
費
と
保
険
料
収
入
、
税
負
担
の
関
係
を
み
た
も
の
で
あ
る
。
少
子
高
齢
化
の
進
展
と
と
も
に
年
金
・

医
療
・
介
護
な
ど
社
会
保
障
給
付
費
は
急
増
し
、
社
会
保
障
給
付
費
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
は
平
成
二
年
の
一
〇
・
五
％
か
ら
二
一
年
に
は

二
一
・
一
％
と
倍
増
し
、
金
額
で
み
て
も
四
七
・
二
兆
円
か
ら
九
九
・
九
兆
円
と
倍
増
し
て
い
る
。
他
方
、
保
険
料
収
入
は
、
こ
の

間
、
三
九
・
五
兆
円
か
ら
五
五
・
四
兆
円
し
か
増
加
し
て
い
な
い
。
特
に
、
こ
の
一
〇
年
余
の
保
険
料
収
入
は
横
ば
い
と
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
は
、
保
険
料
を
負
担
す
る
若
年
人
口
の
減
少
と
制
度
に
対
す
る
不
信
か
ら
保
険
料
納
付
率
が
低
下
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

社
会
保
障
給
付
費
の
増
大
と
保
険
料
収
入
の
減
少
を
埋
め
る
た
め
、
財
政
資
金
が
充
当
さ
れ
る
（
図
表
の

部
分
）。
税
負
担
は
、

平
成
二
四
年
度
の
予
算
で
は
、
地
方
税
負
担
が
一
〇
・
九
兆
円
、
国
税
負
担
が
二
九
・
四
兆
円
、
社
会
保
障
関
係
費
は
二
六
・
四
兆

円
と
な
っ
て
い
る
。
国
が
負
担
す
る
社
会
保
障
関
係
費
は
毎
年
、
実
に
一
兆
円
の
規
模
で
増
加
を
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

社
会
保
障
制
度
は
多
く
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
年
金
制
度
に
み
る
世
代
間
の
不
公
平
、
年
金
一
元
化
の
問
題
、
老
人
医
療
制
度

の
問
題
な
ど
、
多
く
の
問
題
が
先
送
り
さ
れ
て
き
た
。
先
送
り
さ
れ
て
き
た
問
題
を
解
決
し
た
上
で
、
社
会
保
障
費
の
引
上
げ
は
避
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図
表
２
　
国
民
負
担
率
（
対
国
民
所
得
比
）
の
国
際
比
較
（
O
E
C
D
加
盟
国
）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
（
％
）

11.3

34.8

10.8

18.1
17.1

26.9

37.3

15.4

18.0

23.0

38.4

16.2

22.0
27.1

27.4
21.6

24.3
18.5

27.8
26.0

35.0

18.6

32.2

46.4

36.8

23.0

28.9

22.9

30.3

21.7

31.9

20.4

34.2

13.2

43.0

17.8

41.4

25.2

34.9

23.1

38.8

20.3

41.7

23.0

39.3

12.4

50.2

20.3

42.9

25.2

54.1

66.7

58.8

9.3

2.1

2.8
8.7

8.1
8.6

0.0

6.6

5.8

2.7

1.9

1ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ（
09年
）

2デ
ン
マ
ー
ク（
09年
）

3ア
イ
ス
ラ
ン
ド（
09年
）

4イ
タ
リ
ア（
09年
）

5ス
ウ
ェ
ー
デ
ン（
09年
）

6ベ
ル
ギ
ー（
09年
）

7ハ
ン
ガ
リ
ー（
09年
）

8オ
ー
ス
ト
リ
ア（
09年
）

9フ
ラ
ン
ス（
09年
）

10フ
ィ
ン
ラ
ン
ド（
09年
）

11ノ
ル
ウ
ェ
ー（
09年
）

12オ
ラ
ン
ダ（
09年
）

13ス
ロ
ベ
ニ
ア（
09年
）

14ド
イ
ツ（
09年
）

15チ
ェ
コ（
09年
）

16ポ
ル
ト
ガ
ル（
09年
）

17ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド（
09年
）

18イ
ス
ラ
エ
ル（
09年
）

19ア
イ
ル
ラ
ン
ド（
09年
）

20英
国（
09年
）

21ス
ペ
イ
ン（
09年
）

22ギ
リ
シ
ャ（
09年
）

23カ
ナ
ダ（
09年
）

24ポ
ー
ラ
ン
ド（
09年
）

25ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア（
09年
）

26オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア（
08年
）

27日
本（
09年
）

28ス
イ
ス（
09年
）

29韓
国（
08年
）

30米
国（
09年
）

31チ
リ（
09年
）

32メ
キ
シ
コ（
09年
）

79.2
（
37.9）

69.5
（
49.2）

64.7
（
33.9）

63.2
（
43.7）

62.5
（
44.1）

62.3
（
45.5）

62.0
（
40.0）

61.9
（
44.5）

60.1
（
44.2）

59.2
（
43.2）

56.2
（
42.0）

54.6
（
39.0）

53.7
（
37.6）

53.2
（
39.8）

51.9
（
34.8）

50.8
（
34.2）

48.3
（
33.1）

46.1
（
32.5）

46.1
（
29.4）

45.8
（
36.1）

44.1
（
32.4）

44.0
（
32.3）

43.9
（
32.3）

43.2
（
31.8）

41.0
（
29.1）

38.4
（
27.1）

38.3
（
27.7）

35.7
（
29.8）

35.4
（
26.8）

30.3
（
24.3）
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図表３　社会保障給付費と保険料収入・税負担
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け
ら
れ
な
い
。

問
題
は
、
そ
の
財
源
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
消
費
税
の
引
上
げ
に
よ
る
財
源
確
保
で
あ
る
。
野
田
政
権
に

よ
る
消
費
税
引
上
げ
が
可
能
に
な
っ
た
の
は
、
社
会
保
障
制
度
に
関
す
る
国
民
の
認
識
が
深
ま
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
担
税
力
が
あ
る

こ
と
を
具
体
的
に
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

（
３
）
租
税
負
担
率
引
上
げ
の
余
地

国
際
比
較
で
み
る
日
本
の
租
税
負
担
率
は
極
め
て
低
か
っ
た
。
租
税
負
担
率
が
低
い
の
は
、
平
成
以
降
の
減
税
政
策
に
起
因
す

る
。ま

ず
、
所
得
税
や
相
続
税
、
贈
与
税
の
累
進
税
率
が
フ
ラ
ッ
ト
化
さ
れ
た
。
所
得
税
の
税
率
の
推
移
を
み
る
と
、
昭
和
六
二
年
に

は
住
民
税
と
合
わ
せ
た
最
高
税
率
は
七
八
％
で
あ
っ
た
が
、
平
成
元
年
に
は
六
五
％
、
平
成
一
一
年
に
は
五
〇
％
に
引
下
げ
ら
れ
て

い
る
。
税
率
の
刻
み
数
も
一
二
、
五
、
四
と
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
刻
み
数
が
少
な
い
こ
と
は
高
額
所
得
者
に
は
有
利
で
あ
り
、
所

得
税
率
の
改
正
は
高
所
得
者
ほ
ど
有
利
な
税
率
構
造
と
な
っ
て
い
る
。
相
続
税
は
昭
和
六
三
年
の
改
正
で
課
税
割
合
は
七
・
九
％
か

ら
六
・
八
％
と
な
り
、
平
成
四
年
度
の
改
正
、
六
年
度
の
改
正
、
一
五
年
度
の
改
正
に
よ
っ
て
、
六
％
か
ら
四
・
五
％
へ
、
更
に

四
・
二
％
に
軽
減
さ
れ
た
。
贈
与
税
に
つ
い
て
も
同
じ
で
、
昭
和
六
三
年
に
は
一
一
・
六
％
で
あ
っ
た
が
、
平
成
五
年
に
は
九
・

一
％
、
一
四
年
に
は
五
・
五
％
に
な
っ
た
。
累
進
税
率
の
フ
ラ
ッ
ト
化
に
よ
る
減
税
政
策
で
あ
る
。

次
に
、
相
次
ぐ
特
別
減
税
と
恒
久
的
減
税
で
あ
る
。
特
別
減
税
は
平
成
六
年
、
七
年
、
一
〇
年
に
実
施
さ
れ
た
。
平
成
一
一
年
に

は
恒
久
的
減
税
が
実
施
さ
れ
た
。
特
別
減
税
は
そ
の
年
度
限
り
だ
が
、
恒
久
的
減
税
は
長
期
に
わ
た
る
減
税
で
あ
る
。
な
お
、
特
別

減
税
と
恒
久
的
減
税
は
課
税
所
得
と
は
無
関
係
に
一
律
に
減
税
さ
れ
る
も
の
で
、
所
得
税
や
富
裕
税
の
課
税
方
式
と
は
異
な
る
。
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し
か
し
、
何
と
い
っ
て
も
大
き
な
問
題
は
消
費
税
で
あ
ろ
う
。
消
費
税
は
平
成
元
年
に
導
入
さ
れ
、
九
年
に
は
消
費
税
率
が
引
上

げ
ら
れ
、
三
％
か
ら
五
％
に
な
っ
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
日
本
の
消
費
税
率
は
世
界
で
一
番
低
い
。
Ｅ
Ｕ
諸
国
で
は
、
一
九
九
二
年

の
Ｅ
Ｃ
指
令
に
よ
り
消
費
税
率
は
一
五
％
以
上
と
す
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
日
本
で
は
長
ら
く
の
間
、
消
費
税
率
の

引
上
げ
は
タ
ブ
ー
視
さ
れ
て
き
た
。

消
費
税
率
が
世
界
最
低
で
あ
る
こ
と
、
様
々
の
減
税
政
策
が
と
ら
れ
て
き
た
こ
と
、
こ
の
事
実
は
、
消
費
税
の
引
上
げ
余
地
が
あ

る
こ
と
、
行
き
過
ぎ
た
減
税
政
策
を
以
前
の
水
準
に
戻
す
余
地
が
あ
る
こ
と
、
こ
う
し
た
担
税
力
が
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

平
成
二
四
年
度
の
予
算
補
足
資
料
に
お
い
て
も
財
務
省
は
興
味
深
い
資
料
を
作
成
し
て
い
る
。
図
表
４
は
、
如
何
な
る
要
因
で
国

債
残
高
が
急
増
し
た
か
、
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
過
去
二
〇
年
余
の
間
に
国
債
残
高
は
五
〇
〇
兆
円
増
え
た
が
、
そ
の
う
ち
、

社
会
保
障
関
係
費
な
ど
歳
出
増
加
に
と
も
な
う
財
源
と
し
て
国
債
が
二
三
二
兆
円
増
発
さ
れ
、
減
税
に
よ
る
補
填
財
源
と
し
て
一
九

〇
兆
円
が
増
発
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
図
の
イ
ン
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
相
次
ぐ
減
税
政
策
が
と
ら
れ
な
け
れ
ば
、
そ
し
て
、

消
費
税
率
の
引
上
げ
で
社
会
保
障
関
係
費
に
充
当
す
れ
ば
、
国
債
を
増
発
す
る
必
要
が
無
く
、
健
全
財
政
の
道
を
歩
む
こ
と
が
で
き

た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

６
　
税
と
社
会
保
障
の
一
体
改
革

野
田
内
閣
の
下
で
「
税
と
社
会
保
障
の
一
体
改
革
」
法
案
が
、
去
る
六
月
二
二
日
、
衆
議
院
を
通
過
し
た
。
こ
の
法
案
が
成
立
す

れ
ば
消
費
税
は
二
〇
一
四
年
四
月
か
ら
八
％
と
な
り
、
二
〇
一
五
年
一
〇
月
か
ら
一
〇
％
に
引
上
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
所
得
税
な
ど

の
税
率
引
上
げ
は
本
年
一
二
月
か
ら
具
体
的
な
検
討
が
始
ま
る
予
定
で
、
社
会
保
障
制
度
の
見
直
し
に
つ
い
て
も
、
同
時
並
行
し
て

行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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消
費
税
率
の
引
上
げ

は
、
長
ら
く
の
間
、
タ

ブ
ー
視
さ
れ
て
き
た
。

小
泉
政
権
で
も
消
費
税

の
引
上
げ
は
封
印
さ

れ
、
民
主
党
政
権
の
マ

ニ
フ
ェ
ス
ト
で
も
引
上

げ
は
し
な
い
と
明
記
し

て
い
た
。
消
費
税
率
の

引
上
げ
は
、
一
九
九
七

年
四
月
以
来
、
実
に
一

七
年
ぶ
り
で
あ
る
。
歴

代
内
閣
が
避
け
て
通
っ

て
き
た
消
費
税
率
の
引

上
げ
が
可
能
に
な
っ
た

の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。

一
つ
に
は
、「
消
費

税
の
引
上
げ
に
政
治
生

（36）

図表４　国債残高の増加要因（平成２年度～24年度末）
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命
を
か
け
る
」
と
宣
言
し
た
野
田
首
相
の
決
意
に
よ
る
だ
ろ
う
。
更
に
重
要
な
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
与
論
の
支
持
で
あ
る
。
増
税

に
対
し
与
論
の
賛
成
は
異
例
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
消
費
税
の
引
上
げ
を
訴
え
た
内
閣
は
選
挙
で
必
ず
敗
北
し
て
き
た
。
選
挙

で
は
減
税
を
訴
え
て
も
増
税
は
注
意
深
く
避
け
て
き
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
消
費
税
の
引
上
げ
に
世
論
が
支
持
す
る
の
は
、
社
会

保
障
制
度
と
財
源
問
題
に
強
い
危
機
感
が
共
有
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
野
田
政
権
は
消
費
税
の
引
上
げ
を
社
会
保
障
制
度
の
税

源
に
充
当
す
る
と
し
て
、
消
費
税
を
明
確
に
目
的
税
と
し
た
。
こ
の
点
が
与
論
の
支
持
を
得
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
消
費
税
の
引
上
げ
な
の
か
。
ま
ず
、
消
費
税
は
社
会
保
障
の
財
源
に
相
応
し
い
性
質
の
税
と
い
う
点
に
あ
る
。
社
会

保
障
給
付
費
は
景
気
変
動
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
一
貫
し
て
増
加
す
る
。
消
費
税
は
景
気
変
動
に
左
右
さ
れ
な
い
財
源
だ
か
ら
、
社

会
保
障
の
財
源
に
相
応
し
い
。
次
に
、
こ
の
財
源
は
負
担
の
公
平
性
が
確
保
さ
れ
る
。
社
会
保
険
料
は
現
役
世
代
の
負
担
だ
が
、
消

費
税
で
あ
れ
ば
現
役
世
代
だ
け
で
な
く
全
て
の
世
代
が
負
担
す
る
。
更
に
重
要
な
点
は
、
こ
れ
ま
で
強
調
し
て
き
た
点
だ
が
、
日
本

の
消
費
税
は
世
界
最
低
の
水
準
で
あ
り
、
国
民
負
担
率
の
引
上
げ
に
は
消
費
税
の
引
上
げ
が
適
切
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
税
負
担

率
の
引
上
げ
は
、
所
得
税
や
富
裕
税
な
ど
他
の
税
目
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
税
収
入
の
大
き
さ
を
み
れ
ば
、
税
率
引
上
げ
に
よ
る
消

費
税
収
入
は
所
得
税
収
入
を
大
幅
に
上
回
る
。
消
費
税
は
最
大
の
税
収
入
項
目
と
な
る
。

三
党
合
意
に
よ
っ
て
消
費
税
の
引
上
げ
が
実
現
可
能
と
な
っ
た
時
点
で
、
ま
た
、
法
案
が
衆
議
院
を
通
過
し
た
時
点
で
、
日
本
の

国
債
相
場
は
上
昇
し
た
。
市
場
は
、
日
本
国
債
に
対
す
る
信
認
を
確
認
し
た
の
で
あ
る
。
消
費
税
を
一
〇
％
に
引
上
げ
て
も
、
内
閣

府
の
試
算
に
み
る
よ
う
に
、
財
政
赤
字
は
解
消
し
な
い
。
し
か
し
、「
税
と
社
会
保
障
の
一
体
改
革
」
法
案
に
よ
っ
て
、
ひ
と
ま
ず
、

財
政
再
建
の
道
筋
が
つ
け
ら
れ
た
。
財
政
再
建
の
明
確
な
青
写
真
を
作
成
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
日
本
の
国
債
に
対
す
る
信
頼
を
更
に

強
固
に
す
る
処
方
箋
で
あ
る
。

（
な
か
じ
ま
　
ま
さ
た
か
・
特
別
嘱
託
研
究
員
）
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